
函館市結核接触者健康診断実施要領  

 

 （目的）  

第１条 この要領は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成１０年１０月２日法律第１１４号）第１７条に基づく，

結核の接触者健診（以下「健診」という。）の実施について必要な事

項を定めることを目的とする。  

 （対象者）  

第２条 健診の対象者は，感染性の結核患者の接触者，および初発患者

に感染を及ぼした可能性のある者のうち，第６条に規定する勧告を受

けた者とする。  

 （実施機関）  

第３条 市長は，医療法（昭和２３年７月３０日法律第２０５号）第１

条の５に規定する医療機関のうち，健診を実施するに適当であると認

めた医療機関（以下「実施機関」という。）に本事業を委託するもの

とする。  

 （健診の内容）  

第４条 健診の内容は，胸部エックス線検査，ツベルクリン反応検査お

よびＩＧＲＡ検査とする。  

  （健診の決定）  

第５条 保健所長は，健診の対象者，健診時期および健診内容について，

疫学調査を基に決定する。  

 （対象者への勧告）  

第６条 保健所長は，前条の規定により決定した対象者と健診日時およ

び実施機関を調整し，「受診勧告書」（別記第１号様式) を当該対象

者あてに通知する。  

 （健診の実施）  

第７条 対象者は，前条の規定により通知された受診勧告書を実施機関

に提示し，受診するものとする。  



 （健診の結果）  

第８条 実施機関は，対象者に対し，速やかに健診の結果説明を行うも

のとする。  

 （保健所長への報告）  

第９条   実施機関は，健診後治療が必要な者について保健所長へ速やか

に連絡するものとする。また，「健康診断受診票」（別記第２号様式），

「接触者健診対象者名簿・結果報告書」（別記第３号様式）により毎

月健診結果を保健所長へ報告する。  

 （健診の措置）  

第１０条   保健所長は，対象者が第６条に規定する勧告に従わないとき

は，当該対象者に対し健診の措置をとる旨を，「措置通知書」（別記

第４号様式）により通知する。  

 （書類等の保存）  

第１１条 健診のため作成された書類等の保存期間は，当該年度終了後

５年間とする。  

 （その他）  

第１２条   この要領に定めるもののほか，健診の実施に必要な事項は保

健所長が別に定める。  

   

 附 則  

    この要領は平成２０年４月１日から施行する。  

  附 則  

    この要領は平成２１年４月１日から施行する。  

  附 則  

    この要領は平成２５年４月１日から施行する。  

  附 則  

    この要領は平成２８年４月１日から施行する。  

 附 則  

  この要領は令和７年４月１日から施行する。  



 

 

別記第１号様式 

函 保 予 

    年  月  日  

 

         様 

 
                                   市立函館保健所長 
 

   健康診断の受診について（勧告） 

 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年 10 月 2 日法律

第 114 号）第 17 条第１項の規定により，下記のとおり，健康診断の受診を勧告します。 

 なお，勧告に従わない場合は，同法第 17 条第２項の規定に基づき，健康診断の措置を

実施することがあります。 

 

記 

 

１ 日 時     年  月  日（ ）  時  分 

２ 場 所     

           函館市    町  番  号  0138-   - 

３ 内 容     

４ 費 用  無 料 

５ 受診勧告の理由  結核のまん延を防止するため，健康診断が必要であると認められるため 

６ そ の 他  ①受診の際には，必ずこの勧告書をお持ちください。 

②指定された日時を厳守してください。 

③健康診断の結果，他の検査や治療等が必要な場合には自己負

担となりますので，必ずマイナンバーカードまたは資格確認

書をお持ちください。 

④やむをえず日程変更を希望される方は，必ず下記までご連絡

ください。 

 

担当 

保健予防課 （   ） 

TEL 0138-32-1539 
FAX 0138-32-1526 



別記第２号様式 

 

健 康 診 断 受 診 票 

感染症法第 17 条に基づく健康診断（接触者） 

氏 名 
 男

女 
生年

月日 
 

     年 月 日（  ）歳 

住 所                        TEL  

初発患者 肺結核（Ｇ  号）    発生届    年  月  日 

患者との

関 係 
   

健診 
計画 

 

胸部 X 線検査    

  撮影日     年  月  日 

 所 見 

異常なし 

その他 

 

 
 

ツベルクリン反応検査 

判定日    年  月  日 

 
   ×    

      ×         ｍｍ 

 
 

 ＩＧＲＡ検査 

採血日     年  月  日  

判定日    年  月  日  

 

（結果）   

陽性 ・ 判定保留 ・ 陰性 

判定不可 
医療機関名 

 
医療機関住所 

 
医師氏名             印 

 

                                  市立函館保健所 

   × 

    



別記第３号様式

氏　　名 種別 健診予定日 実施日 内　　容 検査結果 備考

1

2

3

4

5

　ツベルクリン反応検査 受診者　　　　名　　  　未受診者　　　名

　ＩＧＲＡ検査 受診者　　　　名　　  　未受診者　　　名

　　　　年     月　接触者健診　対象者名簿・結果報告書　　

 委託機関名

【受診者数】 　胸部エックス線検査 受診者　　　　名　　  　未受診者　　　名



別記第４号様式 
                            函 保 予     

              年  月  日  
 
            様 
 
                              市立函館保健所長 
  

   健康診断の実施について（措置） 
 

あなたは，    年  月  日に通知した健康診断の受診勧告に従いませんでし

たので，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年 10 月 2

日法律第 114 号）第 17 条第２項の規定に基づき，下記のとおり健康診断を実施します。 

 なお，これに係る費用は無料です。 

 
記 

 

１ 日 時     年  月  日（ ）  時  分 

２ 場 所     

函館市   町  番  号   0138-   -     
３ 内 容     

４ 費 用  無 料 

５ 措置の理由  結核のまん延を防止するため，健康診断が必要であると認められるため 

６ そ の 他  ①受診の際には，必ずこの勧告書をお持ちください。 

②指定された日時を厳守してください。 

③健康診断の結果，他の検査や治療等が必要な場合には自己負担と

なりますので，必ずマイナンバーカードまたは資格確認書をお持

ちください。 

④やむをえず日程変更を希望される方は，必ず下記までご連絡くだ

さい。 

 
この処分について不服があるときは，この処分があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に函館市長に対して審査請求をすることができます。 
また，この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に，函館市を被告とし

て（市長が被告の代表となります。），処分の取り消しの訴えを提起することができます（処分が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても，処分の日から１年を経過する

と処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし，処分があったことを

知った日の翌日から起算して３か月以内に審査請求をした場合には，処分の取り消しの訴えは，

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起するこ

とができます。 
 

担当 
保健予防課 （   ） 
TEL 0138-32-1539 
FAX 0138-32-1526 
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